
個人の市民税・県民税に係る各種届出書の提出期限、切替時期および通知発送の流れ

1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職により普通徴収へ切り替えの場合)

(※休職や会社解散の場合も同様の流れとなります。)

【事業所】 【さいたま市】 【退職者】

退職者あり。

普通徴収への切り替えの通知を
送る。

〈法人課税課特別徴収係〉

〈北部・南部市税事務所

個人課税課〉

『市民税・県民税納付書』 自宅に、『市民税・県民税納付

書』が届く。

切り替え期分から個人で納付。

切り替え月分から、金額を変更し
て納入。

　　　　　(概ね２週間～１ヶ月後)

退職

退職により特別徴収できなくなる
ため、『給与支払報告・特別徴収
に係る給与所得者異動届出書』
を提出。
(※特別徴収できなくなる月の翌
月10日までに提出。)

法人課税課特別徴収係で『給与
支払報告・特別徴収に係る給与
所得者異動届出書』を受け取
る。
特別徴収から普通徴収への切り
替えをする。

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書（特別徴収
義務者用）』を受け取る。 『市民税・県民税特別徴収税額

の決定・変更通知書(特別徴収
義務者用)』
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2.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職により一括徴収する場合)

【さいたま市】

退職者あり。 退職。
退職者より申し出のあった場合 事業所へ一括徴収の申し出。
および退職が1～4月であった なお、退職が1～4月の場合
場合は、退職者の特別徴収分 法人課税課特別徴収係で『給与 は、申し出の有無にかかわら

市民税・県民税を一括徴収し納 支払報告・特別徴収に係る給与 ず一括徴収により納める。

入するため、『給与支払報告・特 所得者異動届出書』を受け取る。

別徴収に係る給与所得者異動 特別徴収の月割額を変更。

　 届出書』を提出。

月割額変更の通知を送る。

〈法人課税課特別徴収係〉
『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(特別徴収
義務者用)』

退職者から一括徴収した市民税
・県民税と他の従業員から特別
徴収した市民税・県民税をあわ
せて納入する。
(※退職所得に係る市民税・県民
税を同じ月に徴収した場合は、あ
わせて納入。)

【事業所】 【退職者】

(※特別徴収できなくなる月の翌
月10日までに提出。)

　　　　　(概ね２週間～１ヶ月後)

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定変更通知書(特別徴収義
務者用)』を受け取る。
※給与や退職金から、市民税・
県民税の未徴収分を一括徴収す
る。
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3.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(転勤(合併によるものも含む)した場合)

【新勤務先】 【さいたま市】 【前勤務先】

従業員が別事業所へ転出。

新勤務先で特別徴収を

継続するため、『給与支払報

告・特別徴収に係る給与所得

前勤務先より『給与支払報 者異動届出書』を作成し、新勤

告・特別徴収に係る給与所得者 務先へ送る。

異動届出書』を受け取る。

法人課税課特別徴収係で『給与
支払報告・特別徴収に係る給与

所得者異動届出書』を受け取る。

転勤(転出・転入)の切り替えを

する。

　　　　　(概ね２週間～１ヶ月後)

転勤の通知を送る。

〈法人課税課特別徴収係〉

転勤(転入)したことによる、 転勤（転出）したことによる、
『市民税・県民税特別徴収税
額の決定・変更通知書(特別徴
収義務者用)』を受け取る。

切り替え月分から、金額を変更し 切り替え月分から、金額を変更

て納入。 して納入。

必要事項を追記し、法人課税課
特別徴収係へ提出する。

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(特別徴収
義務者用)』
『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義務
者用)』

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義務
者用)』を本人へ渡す。

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(特別徴収
義務者用』

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書（納税義務
者用）』
を受け取る。



個人の市民税・県民税に係る各種届出書の提出期限、切替時期および通知発送の流れ

4.市民税・県民税特別徴収への切替届出書(採用により特別徴収希望の場合)

【事業所】 【さいたま市】 【採用者】

採用者あり。 採用。

事業所へ特別徴収希望の申
し出。

特別徴収への切り替えの通知を

送る。

＜法人課税課特別徴収係＞

を受け取る。

『市民税・県民税特別徴収税額 『市民税・県民税特別徴収税

の決定・変更通知書(納税義務者 額の決定・変更通知書(納税義

用)』を本人へ渡す。 務者用)』を事業所から受け取

る。

切り替え月分から、金額を変更し 特別徴収開始。

て納入。

採用者の市民税・県民税を特別
徴収へ切り替えるため、『市民
税・県民税特別徴収への切替届
出書』に普通徴収の『市民税・県
民税納税通知書』(または『市民
税・県民税納付書』)を添付して
提出する。

※普通徴収の納期限が過ぎた
分は、切り替えできません。

法人課税課特別徴収係で、『市
民税・県民税特別徴収への切替
届出書』を受け取る。

※通知が届くまでに概ね２週
間～１ヶ月かかりますのでそ
れにあわせた特別徴収開始予
定月を設定ください。

普通徴収の『市民税・県民税
納税通知書』(または『市民税・
県民税納付書』)を事業所へ渡
す。

　　　　(概ね２週間～１ヶ月後)

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定変更通知書(特別徴収義
務者用)』
『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義務
者

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定変更通知書(特別徴収義
務者用)』
『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義務
者用)』
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5.特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(合併等により、指定番号を一本化する場合)

【指定番号引き継ぎ事業所,】 【さいたま市】 【指定番号廃止事業所】

合併。 合併。

指定番号廃止事業所より『給与 引き続き特別徴収をする者は

支払報告・特別徴収に係る給与 指定番号が変更となるため、

所得者異動届出書』を受け取る。 『給与支払報告・特別徴収に

必要事項を追記し、法人課税課 係る給与所得者異動届出書』

特別徴収係へ提出する。 法人課税課特別徴収係で、『特 を指定番号引き継ぎ事業所へ

また、指定番号引き継ぎ事業所 別徴収義務者所在地・名称変更 送る。

と指定番号廃止事業所のどちら 届出書』および『給与支払報告 また、指定番号引き継ぎ事業

かから、『特別徴収義務者所在 ・特別徴収に係る給与所得者 所と指定番号廃止事業所のど

地・名称変更届出書』を提出す 異動届出書』を受け取る。 ちらかから、『特別徴収義務者

る。 名称などの変更や指定番号の切 所在地・名称変更届出書』を提

り替え(転出・転入)をする。 出する。

　　　　　(概ね２週間～１ヶ月後)

指定番号廃止事業所から転入 指定番号切り替え通知を送る。

したことによる、 〈法人課税課特別徴収係〉

を受け取る。

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義
務者用)』を本人へ渡す。

指定番号引き継ぎ事業所へ
転出したことによる、
『市民税・県民税特別徴収税
額の決定・変更通知書(特別徴
収義務者用)』
を受け取る。『市民税・県民税特別徴収税額

の決定・変更通知書(納税義務者
用）』

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定変更通知書(特別徴収義
務者用)』

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(納税義務
者用）』

『市民税・県民税特別徴収税額
の決定・変更通知書(特別徴収
義務者用)』



個人の市民税・県民税に係る各種届出書の提出期限、切替時期および通知発送の流れ

6.市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

【事業所】 【さいたま市】

給与等の支払を受ける者が常時

10人未満（アルバイトでも、常時 法人課税課特別徴収係で、『市

雇用しているのであれば含む。) 民税・県民税特別徴収税額の納

で、希望する事業所。 期の特例に関する申請書』を受

『市民税・県民税特別徴収税額 け取る。

の納期の特例に関する申請書』

を提出する。

※申請月以降の分について

承認となります。

納期の特例にかかる承認通知と 承認された場合は、納期の特

納入書を受け取る。 例にかかる承認通知を送る。

あわせて納入書を送る。

６～１１月分（１２月１０日納期限）

１２～５月分（６月１０日納期限）

の２回で市民税・県民税を納

入する。

【事業所】 【さいたま市】

納期の特例の承認を受けている

事業所で、給与等の支払を受 法人課税課特別徴収係で、『市

ける者が常時10人未満でなくな 民税・県民税特別徴収税額の納

ったり、毎月納付を希望する事 期の特例の要件を欠いた場

業所。 合の届出書』を受け取る。

『市民税・県民税特別徴収税

額の納期の特例の要件を欠い

た場合の届出書』を提出する。

納期の特例にかかる取消通知と 納期の特例にかかる取消通知
納入書を受け取る。 を送る。

あわせて納入書を送る。

取消月から、毎月納入する。

　　　　（概ね受領した月の月末）

7.市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書


